
５ 対策工法の概略検討 

５．１ 油回収のための囲い込み工について 

（１）囲い込み工の設置位置 

 各対策区域からの油回収にあたっては、上流からの新たな油の流入を防止した上で対策を

実施する必要がある。囲い込み工の設置位置を図 5-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）囲い込み工の工法概要 

囲い込み工の工法は種々あるが、実績が多く、技術的な成熟度が比較的高い工法に集約すれ

ば、図 5-2 に示すとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 囲い込み工の種類 

囲い込み工 

既設品設置 

薬液注入 

完全置換 

鋼矢板工法 

グラウト工法 

RC 遮水壁工法 

鋼製連続地中壁工法 

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ遮水壁工法 

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ遮水壁工法＋芯材 

 

 

  
 

 

図 5-1 囲い込み範囲 

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ固化壁
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（３）遮水壁の根入れ長について 

 囲い込み工法における根入れ長について、表 5-1 にまとめた。 

  

表 5-1 遮水壁における根入れ長 

 

（４）当該場所での工法選定の条件 

検討項目は、工法概要、油分の滲出防止の有無、掘削の可能性、経済性、汚染廃棄物・汚

染土壌等の発生の有無、実績等、狭小箇所での適応、施工時の振動とする。 

検討結果は表 5-2 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

工法名称 浮き型遮水壁 根入れ型遮水壁

概 要

・不透水層までの根入れは行わない遮水壁である。

・地下水の移動はあるが、地下水面上の油の移動を制限する
ことが可能である。

・不透水層までの根入れを行う遮水壁である。

・地下水の移動を制限できる。

・根入れ型遮水壁内においては、地下水位の管理が重要とな
る。

概要図

経済性 良い 悪い

設置深さ 10ｍ～15ｍ程度
25ｍ以上

（不透水層まで）

主な適用技術 鋼矢板
地中連続壁

ソイルセメント固化壁

遮水壁内の掘削 可能（必要に応じ補助工法が必要） 可能（必要に応じ補助工法が必要）

実 績 あり あり

備 考
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表 5-2 囲い込み工比較検討結果 

既製品 薬液注入
地中連続壁

（完全置換）

鋼矢板工法 グラウト工法
RC遮水壁工法/

鋼製連続遮水壁工法
ソイルセメント固化壁工法

ソイルセメント固化壁工法+芯材
（芯材は、遮水性を考慮したものを
含む）

鋼矢板を接続しながら打設し、連続し
た壁を構築する工法

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ機械で削孔し、地盤中に硬化
材を注入して間隙を充填し、透水性
を減少させる工法

地中を溝状に先行掘削し、鉄筋籠や
鋼製連続壁部材等を挿入後コンク
リートを打設して連続壁を構築する
工法

現地盤とセメント系配合液を混合し
て連続した固化壁を構築する工法

ソイルセメント遮水壁の中に芯材を
入れる工法。芯材の種類はH型鋼や鋼
矢板の他、遮水性を高めた鋼製連続
壁部材等がある。

（鋼矢板の例） （薬液注入の例） （地中連続壁の例） （TRDの例） （TRD+鋼矢板の例）

可能 不可 可能 可能 可能

可能
（補助工法が必要）

不可 可能 不可
可能

（必要に応じ補助工法が必要）

旧処分場内 ほとんど無し ほとんど無し 最も多い 多い 多い

旧処分場外 ほとんど無し ほとんど無し 最も多い 多い 多い

可能 可能
困難

（重機が大型化するため）
困難

（重機が大型化するため）
困難

（重機が大型化するため）

無振動施工対応が可能
（ウォータージェット併用油圧圧入）

無振動施工対応が可能
無振動施工対応は不可

（振動発生）
無振動施工対応は不可

（振動発生）
無振動施工対応は不可

（振動発生）

1.5万円/㎡～2.5万円/㎡程度 10万円/㎡程度 13万円/㎡程度 4万円/㎡程度 8万円/㎡～12万円/㎡程度

90㎡/日～100㎡程度 80㎡/日程度 60㎡/日～70㎡程度 70㎡程度 70㎡程度

多数 多数 多数 多数
多数

（ただし、シートの場合は数例）

油の滲出防止が可能であり、掘削に際
して土留め工（切梁腹起し）としての
利用も可能である。最も経済的であ
り、実績も多い。また、発生する汚染
廃棄物・汚染土壌はほとんど無い。

油の滲出防止は出来ない。掘削に際
して土留めとしての利用も不可であ
り、経済性に劣る。

油の滲出防止は可能であり、掘削に
際して土留め工としての利用も可能
である。経済性に劣り、発生する汚
染廃棄物・汚染土壌は最も多い。

油の滲出防止は可能であるが、掘削
に際して土留め工としての利用は不
可である。比較的経済的であるが、
発生する汚染廃棄物・汚染土壌は多
い。

油の滲出防止は可能であるが、掘削
に際して土留め工としての利用は不
可である。経済性に劣り、発生する
汚染廃棄物・汚染土壌は多い。

経済性

工期（施工速度）

実績

工法の説明

発生する廃棄物/汚染土壌等
の有無

区分

掘削（土留めとしての利用の可能性）

狭小箇所への適応
（北側・振子川エリアでの適応）

施工時の振動

ソイルセメント固化壁

評価

油の滲出防止

施工例
（写真）

略図
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５．２ 油回収の方法について 

当該場所の PCB を含む油分は、地下水面付近に油相を形成する状態で存在しており、可能な

限り回収が必要である。 

各対策区域の油の存在状況等を表 5-3 に示す。 

 

表 5-3 各エリアの油の状況 

区分 旧処分場内 旧処分場外 
北側・ 

振子川護岸エリア 

用地制限 河川区域 処分場跡地 河川区域 一般環境 操業中工場 一般環境 

油相厚さ 最大約 2m 最大約 0.5m 最大約 0.3m 

地下水位 GL-7m 前後 GL-4m 以内 GL-4m 前後 

PCB 濃度 概して低い 
高～中程度（旧処分場境界

付近の PCB 汚染源を含む）
中程度 

その他 

・VOC、ガソリン成分による

汚染がある。 

・現況地盤高の大半が計画

高水位より高い 

・現況地盤高の大半は計画

高水位より低い 

・地盤改良等の難透水性盛

土により、油が分散して

分布している様相である

既往対策 ・定期的な油回収（1 回/月）

・緊急対策工（矢板）によ

る油流出防止 

・定期的な油回収（1 回/月）

・瀬替え工 

・定期的な油回収（1 回/月）

 

（１）旧処分場内の油回収 

①揚油井戸による油回収 

透油係数をもとに、以下に、油回収により孔内油相厚を減少させた時の影響範囲（確実に集

油効果のある範囲）及び定常的な揚油量を算出した。 

検討式については、次に示す一般的な地下水関連式を用いた。なお、透水（油）係数は 3×

10-5cm/sec を用い、各地点における孔内油相の厚さ（影響範囲境界水位）は、2011 年 1 月測定

時の油相厚等高線図を参考にした。 
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（３）掘削による廃棄物・土壌の除去の基準 

油の回収を目的として旧処分場内外を掘削する場合には、併せて汚染された廃棄物や土壌の

除去が可能となる。 

掘削範囲については、底質の暫定除去基準を担保することが必要となる。油相中の PCB 濃

度（最大値）から、土壌等の TPH に換算すると次のとおりであり、「旧処分場内」では TPH 

14,000mg/kg、｢旧処分場外（北側を除く）｣では 2,000 mg/kg の TPH 濃度の土壌を除去すれば、

底質の暫定除去基準以下と判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）残油対策について 

前項に示した各エリアの対策後の土壌については、底質暫定除去基準を満足するものの、わ

ずかであるが土壌に油が残留すると考えられる。この場合、地下水位の変化等により、土壌か

ら油が離脱し、再び油膜を形成するおそれがある。 

このことから、埋め戻し材の選定にあたって、残油対策となる資材の検討が必要である。 

【旧処分場内】 

 油相中の PCB 濃度を 680mg/kg（最大値）とすると、 

土壌 1kg 中の PCB が 10mg となる油量は 10 / 680 = 0.0147 kg 

  →土壌の TPH が 14,700mg/kg 以上であれば、底質の暫定除去基準を超過。 

【旧処分場外】 

 油相中の PCB 濃度を 9,600mg/kg（最大値）とすると、 

土壌 1kg 中の PCB が 10mg となる油量は 10 / 9,600 = 0.0010 kg 

  →土壌の TPH が 1,000mg/kg 以上であれば、底質の暫定除去基準を超過。 
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５．５ 油の保管と汚染廃棄物の保管について 

（１）油の保管方法 

回収する油の性状は、危険物試験結果（引火点測定試験等）によれば、消防法の規定により、

危険物（第四類第三石油類）に該当する。 

危険物の保管は、消防法等により、建屋構造や保有空地の幅、保管方法等について規定され

ているが、全エリアの回収油が危険物に該当するので、これを遵守した保管が必要である。 

表 5-6 に保管規定項目を示す。 

 

表 5-6 油保管における規定項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 内 容 備 考

危険物の分類 第四類第三石油類 消防法第二条第七項

屋内保管所床面積 1,000㎡を超えない範囲
危険物の規制に関する
政令第十条一項五号

建物の構造 耐火構造

保有空地の幅 2ｍ以上
危険物の規制に関する
政令第十条一項二号

屋内貯蔵所の地盤面
からの軒までの高さ

6ｍ未満
危険物の規制に関する
政令第十条一項四号・
二項

容器の積み重ね高さ 4ｍ
危険物の規制に関する
政令第二十六条一項三
の二号

容器の選定

密閉容器とする。→UNマークのドラム缶（200リットル）と
する。
（参考にPCB廃棄物・収集ガイドラインによれば、200リット
ルのUNマークのドラム缶が規定されている。）

保管方法

同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著し
く増大するおそれのある危険物を多量に貯蔵する場合、指定
数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3ｍ以上の間隔を置
いて貯蔵する必要があるため、本計画では、ドラム缶を0.3
ｍの離隔をとり配置するように計画する。

危険物の規制に関する
政令第二十六条一項三
号

容器の置き方 流出防止を考慮し、縦置きとする。
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（２）汚染廃棄物の現地保管 

汚染廃棄物の保管については、表 5-7 に示す施設設置に係る設計上等の課題を解決する必要

がある。 

 

表 5-7 汚染廃棄物の現地保管における課題 

課 題 内 容 備 考 

不等沈下 
保管する廃棄物の荷重を勘案し、不等沈下防止する

地盤改良や杭基礎等が必要となる場合がある。 
 

漏水等 
保管施設の接続部や底盤部の十分な漏水対応が必要

である。 
 

流水による影響 
現地保管の場合、特に河川流水の影響が無い箇所で

の保管が必要となる。 
 

掘削箇所から保管施

設までの運搬 

現地以外に保管施設を設ける場合、運搬容器への詰

め込み、運搬時における周辺環境への影響に配慮す

る必要がある。 

ドラム缶等 
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